
東日本大震災や近年の豪雨災害等において、高齢者や障がい者等多くの方が犠牲となられて 

います。令和３年５月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務 

とされました。 

赤磐市では、地域の方々や福祉専門職等の皆様と連携して、個別避難計画の作成に取り組ん 

でいきます。 

 

個別避難計画とは 

災害時の避難に支援が必要な方（避難行動要支援者）一人ひとりに合わせた避難支援に関 

する計画のことです。災害発生時に、要支援者一人ひとりに対しての避難を支援できるよう、 

避難行動要支援者の方の状況や避難先、避難を支援する方法などを記載したものです。 

なお、避難を支援する方による災害時の避難支援を必ずしも保証するものではありません。 

 

避難行動要支援者とは 

災害時に自力で避難することが困難な方で、以下のいずれかの要件に該当する方 

１．要介護認定３、４又は５を受けている。 

２．身体障害者手帳１級又は２級（総合等級）の第１種を所持している 

（心臓、じん臓機能障害のみの者は除く。） 

３．療育手帳Ａを所持している。 

４．精神障害者保健福祉手帳１級を所持している。 

５．障害福祉サービスの介護給付等を受けている難病患者 

６．７５歳以上の高齢者のみの世帯 

７．上記以外で支援を必要とする方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別避難計画を作成しましょう 

地域の方、 

支援機関など 

家族、知人など 
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避難支援等関係者 
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【問い合わせ先】 〒709-0898 赤磐市下市３４４ 赤磐市くらし安全課 

 ＴＥＬ086-955-2650 ＦＡＸ086-955-1353 

普段から災害が起こ

ったことをイメージ

して、災害に備えて

おくことが重要で

す。 

 

定期的に家族で防災

について話し合い、

防災グッズや備蓄食

料の確認をしましょ

う。 



 

Ｑ 個別避難計画をつくれば、必ず助けがきますか？ 

Ａ 災害時は、支援者も被害にあい、支援活動ができないことも考えられます。個別避難計画

は、救出を必ずお約束するものではありませんが、情報の共有や伝達がスムーズになること

で、災害時の早期対応を進めていきます。要支援者は一人ひとり必要とする支援の内容が異

なりますので、それぞれの特徴に配慮した支援の内容を要支援者やその家族と相談しながら

支援者とともに整理しましょう。 

 

Ｑ 支援者はどのように決めればいいですか？ 

Ａ 支援者はできるだけ早く駆けつけられるように、家族や隣近所の顔見知りの方や町会の同じ

班の方など、なるべく身近な人たちが望まれます。要支援者が日頃から親しくしている方が

身近におられる場合は、支援者としてお願いしてください。支援者を地域（自主防災組織、

消防団など）とする場合は、団体の情報を記載してください。 

 

Ｑ 避難場所はどのように決めればいいですか？ 

Ａ 避難場所は、市が指定する災害時避難所、またはハザードマップなどを参考に、災害の種類

や地域の条件を考えて、命の安全が確保できる場所を想定してください。また、自宅で過ご

せる場合は自宅避難、自宅で過ごせない場合は安全な友人・親せき宅への避難を選択肢とし

て、事前に連絡しておくことも重要です。 


